
【長伐期非皆伐施業の実施モデル】 

 

 長期非皆伐施業では、収穫伐採による環境負荷を軽減するため、１つの団地を複数回に分

けて伐採する小面積モザイク伐採を実施し必要に応じて伐採跡地への再植林を行います。 

 

  

  ・林齢が 46年生以上で、概ね 10ha以上の団地で実施します。 

  ・1団地をモザイク状に分割し 3回に分けて伐採します。（伐採間隔は最短で 6年） 

  ・1回の伐採面積は全体面積に対して 30％以上とします。 

  ・伐採区域の面積は、概ね 1ha以下で伐採後は 2年以内に更新（植栽）します。 

 

 

林齢 １～１０年生 １１～２０年生 ２１～３０年生 ３１～４０年生 ４５～５０年生 ５５～６０年生 ６５～７０年生

施業内容 下刈り 除間伐 間伐 間伐（一部利用） １回目伐採・更新 ２回目伐採・更新 ３回目伐採・更新

備   考
木材販売

(収益の分収）
木材販売

(収益の分収）
木材販売

(収益の分収）

長 伐 期 非 皆 伐 施 業 の イ メ ー ジ 小面積モザイク伐採と更
新作業の実施により、循
環型林業の実現と公益的
機能の維持が図られる。

森林整備に必要な費用（公社負担）

再植林 再植林 再植林

　１回目伐採

　２回目伐採

　３回目伐採

１回目の伐採は概ね1ha
団地全体で６haを伐採

団地面積：18ha

↓（分割伐採 約1/3）

１回目の伐採面積（緑区域）
6伐区で概ね６ha

残りの区域は
6～10年後に２回目の伐採

さらに
6～10年後に３回目の伐採

1箇所伐区
概ね1ha


